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罪を犯した障がい者・高齢者
と聞いてどんな人を想像しますか？

○○さん

□□さん

詐 欺 罪
前科４犯

懲役１年６か月

住居侵入・窃盗罪
初 犯

懲役１年６か月

０２はじめに



生活�
犯罪歴�

生活�
犯罪歴�

○○さん □□さん

彼らは…「モンスター」でも「恐れられる存在」でも ありません。
「福祉」の支援さえあれば…犯罪に手を染める必要が なかった人達なのです。

３０代、女性、IQ相当値：４３、療育手帳：なし

『収入がほとんどなく、病弱な家族を抱えたまま生活は困窮。生
活苦のため食料を盗んだ私』
『自分の思いや要望をほとんどしゃべれず、不安が募ると涙が止
まりませんでした…』

○両親・５人兄弟の末っ子として生まれる。生活は非常に貧しかった。
○小学・中学校は地元の普通学級を卒業。

しかし、学業劣位で読書、計算も十分に出来ず、クラス不適応であった。

○中学卒業後、他県へ集団就職。しかし、仕事はほとんど覚えられなかった。
１年後、母親の病気のため仕事を辞めて実家へ戻る。
その後、病弱な母親と障がいのある兄と３人で生活。（父親：出稼ぎ 他の兄弟：他県で生活）

○２０歳の時、父親が病死。
○清掃業、レジ係等のアルバイトをするも、仕事が覚えられなかったためにすぐに解雇となり、
定職には就けなかった。
母親と兄を支えるため、農業を手伝い、なんとか小遣い程度の収入を得て生
活していた。

▼ 弱者（障がい者）を食いものに…
○しかし、ある日…手伝い先で強姦に遭う。

家族の誰にも打ち明けられず時間だけが過ぎ…心には大きな傷が。
○その後も生活は何一つ変わらないまま…雨漏りが激しくするような家屋で、三人で身を寄せ
るように生活していた。

○そんな状態から逃れるように…
近隣の住宅に侵入しては、食料品等の窃盗を繰り返すようになり逮捕・受刑（初犯）となる。

※本人には知的障がいがあったにもかかわらず、これまで福祉的介入はまったくな
かった。
また、本人だけではなく家族性の障がいも疑われ、ある種地域社会から孤立した状態
で一家は生活していた。
本人の性格は、引っ込み思案で自分の思いや要望についてほとんどしゃべることが出来ず、不
安が募ってくるといつもしくしくと泣き出していた。

そのため、福祉的介入のないままに本人が一般就労することなどは難しく…

稼動できない母親と兄との生活は困窮を極めていた。

４０代、男性、IQ相当値：６９、身体障害者手帳：３級

『幼少期から繰り返された悲劇』
『帰る場所や身寄りもなく、空腹に耐え切れず「無銭飲食（詐欺罪）」
を繰り返した私』

○両親・姉・妹のごく普通の家庭に生まれる。

幼くして母親が病死。継母からイジメに遭うようになる。
○小学校入学直後からイジメに遭う。

継母・友人等のイジメから逃れるように「問題行動（シンナー等）」が始まる。

○高校の時に父親が病死。さらに「問題行動」がエスカレート。

▼ 身内からの支援もあり更生へ
○高校卒業後、調理師見習いとして稼動。真面目に働き「調理師免許」も取得。
２１歳の時には結婚をし、生活は安定。初めて訪れた「幸福」な時間…

▼ しかし、悲劇は繰り返された…
○２３歳：バイクに乗って信号待ちのところを追突され、意識不明の重体に。
奇跡的に回復するも…右上下肢機能障がい（身体障がい）となる。

リハビリに耐え、何とか職場復帰したものの身体的に持続困難ですぐに解雇。
この間、妻とも離婚。

○なんとか単身生活をしていたものの…

自らが置かれた境遇や身体的不遇感から生活は荒み、暴飲等で事故の賠償金等や所持金
を消費。
結果、身寄りや住まいも無くし、自棄になって「無銭飲食」で逮捕。
裁判で執行猶予となるも…

結局、帰る場所や頼れる身寄りもいなかったため、再び「無銭飲食」で逮捕・受刑。

○初犯服役後も帰る場所や身寄りもいなかったため、放浪生活の末「無銭飲食」で
受刑。

○２犯服役後も帰る場所や身寄りもいなかったため、受刑中に知り合った暴力団事務所で生活。

しかし、働いても働いてもお金を貰えず、事務所をすぐに飛び出す…しかし、帰る場所や身寄
りもいなかったため、放浪生活の末「無銭飲食」で受刑。

○３犯服役後、今度こそはと再出発のために市役所へ生活保護の申請に行くも「住居がないか
ら」との理由で受理されず、再び行く当てもない放浪生活に…
すぐに所持金は尽き、空腹に耐えかね「無銭飲食」で今刑（４犯）となる。

矯正施設の中には… このような「生きる力が弱い」人達がたくさんいます。
罪を償った後の人生は…

私達「福祉」 の力で支えていく必要があるのではないでしょうか。
０３ ０４はじめに はじめに



1
罪を犯した障がい者・高齢者とは�

厚生労働科学研究によって矯正施設の中に福祉の支援を必要とする障がい者・高齢者の方がたくさんい
ることが分かってきました。出所後に福祉の支援がないことが、「下関駅放火事件」に象徴される、犯罪を繰り返
す「累犯障害者」を生む原因となっています。
この章では実際の支援にあたって基礎知識となる、支援の対象者の範囲、罪を犯した障がい者・高齢者が

置かれている背景、サポートを行う「地域生活定着支援センター」の役割について説明します。

２００６年１月山口県 JR下関駅の木造駅舎など

約３８４０平方メートルが全焼した。逮捕された７８

歳の男性は知的障がいがあり（療育手帳なし）、

放火罪で過去１０回に渡って刑務所に服役してい

た。この日も数日

前に刑務所を出所

したばかりであり、

「刑務所に帰りた

かった」と動機を

語った。

下関駅放火事件

● 罪を犯した障がい者の現状 ……………………………………………………………………０６

● 刑事司法の流れ ……………………………………………………………………………………０７

● 地域生活定着支援センターとの連携で安心感のある福祉サービスの提供ができます …０９

COLUMN 福祉の支援を必要とする矯正施設等を退所した障害者の地域移行支援事業 …………１１

０５ １．罪を犯した障がい者・高齢者とは



罪を犯した�
障がい者・�
高齢者とは� 罪を犯した障がい者の現状�

28,963人

49以下
1,232

50～59
1,742

60～69
3,729

70～79
6,72680～89

7,039

90～99
4,970

100～109
1,757

110～119　288
120以上　53

テスト不能　1,427

IQ69以下の受刑者�

23.1％�

窃盗�

43.4％�
詐欺�

6.8％�
放火�

6.3％�

盗品等関係　5.9％�
覚せい剤取締法違反　5.1％�

殺人　4.9％�
強盗　3.9％�

強盗致死傷　3.4％�

その他　13.6％�

強制わいせつ・同致死傷　3.2％�
強姦・同致死傷　3.2％�

410人

利欲
20.7％

性欲
9.3％

その他
8.5％

激情　6.6％

遊び　5.6％
依存・嗜好　4.1％怨恨・報復　3.7％

不明・不詳　2.4％
共犯者の勧誘　1.7％

確信　0.5％

困窮・生活苦�

36.8％�
285人

父母
16.1％

その他
11.9％

配偶者　0.7％

兄弟・姉妹
　8.4％

知人　5.3％
雇主　0.7％
社会福祉施設
　　1.1％
更生保護施設
　　10.5％

その他親族
　1.8％

未定・不詳�

43.5％�

犯罪動機では「困窮・生活苦」が３６．８％で最多。全体の７割を占める再犯者２８５人の内、約半数は帰住先がありません。

新規受刑者と療育手帳所持者の差から明らかな通り、福祉の支援が受けられないが故に軽微な犯罪を繰り返す「負のスパ

イラル」に陥ってしまっています。前回の出所から１年未満に罪を犯した受刑者は６０％でした。
出典「プレス発表資料：刑事施設、少年院における知的障害者の実態調査について」法務省矯正局

知的障がいとされる「知能指数６９以下」の新規受刑者

は毎年全体の２割強を占めています。２００８年は６，７０３人

でした。（出典「矯正統計年報 ２００８年」法務省）

一方、全国１５庁の刑務所を対象にした厚生労働科学研

究の調査（２００６年実施）によると、知的障がい者（疑い

も含む）の受刑者４１０人の内、福祉へのパスポートともい

える療育手帳の所持者はわずか２６人にとどまっています。

最も多い罪名は「窃盗」で４３．４％。

無銭飲食、無賃乗車等も含まれる「詐

欺」が６．８％、「放火」が６．３％と続き

ます。凶悪犯罪と言われる「殺人」「強

盗」は全体の８．８％です。
出典「プレス発表資料：刑事施設、少年院におけ

る知的障害者の実態調査について」法務省
矯正局

矯正施設のＩＱ６９以下の受刑者数

罪を犯した障がい者の罪名

犯罪の動機、前回出所時の帰住先

犯罪の動機 帰住先

０６１．罪を犯した障がい者・高齢者とは



罪を犯した�
障がい者・�
高齢者とは� 刑事司法の流れ�

非行少年の処遇と矯正 仮釈放制度 保護観察制度

号 種 保護観察対象者 保護観察の期間

１号観察 家庭裁判所で保護観察に付された少年 ２０歳まで又は２年間

２号観察 少年院からの仮退院を許された少年 原則として２０歳に達するまで

３号観察 刑事施設からの仮出所を許された人 残刑期間

４号観察 裁判所で刑の執行を猶予され保護観察に付された人 執行猶予の期間

５号観察 婦人補導院からの仮退院を許された人 補導処分の残期間

更生保護施設

非行少年（２０歳未満の男女）に対しては、少年が実際に

犯した行動や被害の程度よりも、少年の置かれた状況や将

来を考えて、処遇・矯正が行われるのが大きな特徴です。

非行少年は少年法に基づき司法機関で扱われる１４歳以上

２０歳未満の刑罰法令違反者（犯罪少年）と、児童福祉法に

基づき県や市の行政機関で扱われる１４歳未満の違反者（触

法少年）とに分かれます。

前者は家庭裁判所に送致後、一定期間の集中的な矯正教

育が望ましいと審判を受けた場合に少年院へ送致されます。

また、不良行為やその虞のある児童及び、家庭環境など

の理由により生活指導が必要な児童も「虞犯少年」として

審判の対象としており、「児童自立支援施設」はこのよう

な少年へ、必要な指導と自立を支援することを目的とした

児童福祉施設です。全国に５８施設あります。

「仮釈放」（仮退院）とは、改善更生が期待できる受刑者

を刑期満了前に釈放し、円滑な社会復帰を促進することを

目的とする制度です。

①有期刑３分の１、無期懲役１０年を経過していること、

②悔悟の情及び改善更生の意欲があること等と共に、身元

引受人、帰住地があることが仮釈放の条件となっています。

福祉の支援を必要とする者は、身元引受人がいないため

満期出所になる者が多いことが特徴だと言えます。

保護観察制度等の司法の支援が可能な仮出所期間に、福

祉の支援へつなげていくことが「累犯障害者」になること

を防ぐ鍵となります。

犯罪をした人又は非行のある少年に、通常の社会生活を

営ませながら就職や定住を支援し、自立更生を促す制度で

す。国家公務員の保護観察官と地域ボランティアの保護司

が連携し、月に２、３回面会して指導・助言します。保護

観察に付された者は「一般遵守事項」及び「特別遵守事項」

によって、帰住地の移動等に一定の制限が加えられます。

刑務所出所者や保護観察を受けている人等の内、頼るべ

き人がいないなどの理由で直ちに自立更生することが困難

な人に対して、一定期間、宿泊場所や食事を提供したり、

就職指導や社会適応のために必要な生活指導を行うなどし

て、円滑な社会復帰を手助けする施設です。全国に１０３施

設あり、法務大臣の認可を受けた民間の更生保護法人や社

会福祉法人等によって運営が認められています。（２００９年

１０月現在）

矯正施設（刑務所・少年院）では、社会の一員として立ち直るための更生改善指導が行われます。福祉施設で受け入れる
対象者は、このような罪を償い指導が行われた受刑者が中心になります。

０７ ０８１．罪を犯した障がい者・高齢者とは １．罪を犯した障がい者・高齢者とは



罪を犯した�
障がい者・�
高齢者とは� 地域生活定着支援センターとの連携で　　安心感のある福祉サービスの提供ができます�

※　進展に応じて複数回、またケース 
　　会議の形でアフターフォロー後に
　　開催されるケースもある。

※ 主な手続き
・障害者手帳の申請・判定同席
・障害基礎年金の申請
・障害福祉サービスの申請
・要介護認定の申請・認定調査
への同席

特別調整

福祉事業所への打診

 福祉サービス利用　　   対象者との面談

 対象者のニ 　   ーズ把握

 援護の実施市町　   村との連絡、調整

 福祉サービス利用 　   までの事務手続き※

環境調整

地域生活定着支援センター

地域生活定着支援センター

刑務所・少年院

保
護
観
察
所

対象者受け入れまでの流れ�

 対象者と の面接

 合同支援会 議の開催

受け入れ準備

 サービス　 　利用決定

 サービス利用 開始（出所時）

福祉事業所更生保護施設

 フォロー アップ

アフターフォロー

モニタリング・処遇面助言・
拡大ケース会議

出所時の付添い

概要
個人情報（第一段階）の提供

犯罪歴、詳しい生育歴
個人情報（第二段階）の提供

合同支援会議

司法と福祉、行政等の関係者が一
同に会し対象者の支援について検
討を行う。これにより矯正施設か
ら福祉施設への移行がスムーズに
行われる。

・対象者についての情報の共有化
・サービス利用にあたっての諸手             
　続きの調整�
・役割分担

検討事項

● 行政
● 福祉事務所
● 保護観察所
● 福祉事業所
● 地域包括支援センター
● 地域生活定着支援センター
● 相談支援事業所
● 就業・生活支援センター
● ハローワーク
● 医療機関 etc.

メンバー

Q 経済的保障がない方の所得保障はどうなるの
でしょうか？

A 必要な手立てを地域生活定着支援センターが
行います。

福祉の支援を必要とする矯正施設出所者の多くが、「所
持金がない」「預金がない」「頼れる身寄りがいない」と
いった状態で支援が開始されますので、「所得保障」は
必要不可欠な手立てです。
センターでは、可能な限り矯正施設入所中に所得保障

と成り得る手立て（障害基礎年金、厚生年金等）の申請・
照会等を矯正施設・保護観察所及び行政等と連携して行
います。
また、年金による所得保障が難しい対象者には、矯正

施設出所後、円滑に「生活保護」が受給できるよう、事
前に行政との合同支援会議等を行うようにしています。

Q 具体的に受け入れを検討するために、詳しい
個人情報を貰うことは可能ですか？

A 可能です。

福祉の支援を必要とする矯正施設出所者の支援にあ
たっては、事前に本人から「個人情報提供に関する同意
書」を矯正施設側で取っていただいた上で、地域生活定
着支援センターが福祉的手立ての調整を行っていますの
で、公的な機関や受け入れを検討している事業所等には
「取扱注意」で、必要な個人情報（生活歴・犯罪歴等）
を提供しています。
なお、決定した受け入れ先の事業所に対しては、「個

人情報の取扱に関するガイドライン」を地域生活定着支
援センターと締結していただき、個人情報の保護・管理
に努めています。（詳しくはＰ１５参照）

Q 罪を犯した障がい者・高齢者等の支援を行っ
たことがないため、受け入れた後のトラブル
等が心配です。
アフターフォローはあるのですか？

A 地域生活定着支援センターがしっかりフォ
ローアップしていきます。

矯正施設を出所し、受け入れ先の事業所へ繋いだ後に
も地域生活定着支援センターが一定期間継続してアフ
ターフォローを行います。
具体的には「モニタリング（定期的な連絡・訪問）」「処

遇面の助言」「拡大ケース会議（援護の実施市町村、関
係機関）」等を行い、受け入れ先の事業者や援護の実施
市町村及び関係機関等と一丸となり、対象者の安定した
地域生活の実現を目指していきます。

また、福祉の支援を必要とする矯正施設出所者の多く
が「出所後の行き先があるのか？」「そこはどんな所な
のか？」と不安を抱いていますので、受刑中の面談は対
象者・福祉事業所お互いにとってメリットがあるのでは
ないでしょうか。

Q どのような人を受け入れるのでしょうか？

A 基本的に「特別調整」の必要があると認めら
れた出所者が対象者となります。

矯正施設に収容されている者の中で、以下のすべての
要件を満たした者が対象者となります。

１ 高齢（おおむね６５歳以上をいう。以下同じ。）であり、又は身体障
害、知的障害若しくは精神障害があると認められること。

２ 釈放後の住居がないこと。
３ 高齢又は身体障害、知的障害若しくは精神障害により、釈放された

後に健全な生活態度を保持し自立した生活を営む上で、公共の衛生
福祉に関する機関その他の機関による福祉サービス等を受けること
が必要であると認められること。

４ 円滑な社会復帰のために、特別調整の対象とすることが相当である
と認められること。

５ 特別調整の対象者となることを希望していること。
６ 特別調整を実施するために必要な範囲内で、公共の衛生福祉に関す

る機関その他の機関に、保護観察所の長が個人情報を提供すること
について同意していること。

（平成２１年４月 法務省保観第２４４号 法務省矯正局長・保護局長通達）

Q 罪を犯した障がい者・高齢者等は、障害者手
帳や介護保険被保険者証等を取得していない
人が多いと聞きます。
必要な福祉サービスの手続きは受け入れる事
業所が行うのでしょうか？

A 必要な福祉サービスの申請・取得は、地域生
活定着支援センターが行います。

２００９年７月より、各都道府県で「地域生活定着支援セ
ンター」の設置が始まっています。（２００９年１２月３１日現
在 ７か所）
同センターは、法務サイドと福祉サイドの間で、福祉

の支援を必要とする受刑者に関する情報提供・連携がな
かったことが「累犯障害者・高齢者」を生み出す一因に
なっていたという反省の上に立ち、司法と福祉とを「つ
なぐ」役割を担います。
具体的には、同センターが対象者との面談・アセスメ

ントを行った上で、各種福祉サービスの申請・取得を可
能な限り受刑中に整え、円滑に受け入れ先の事業所へ引
き継ぐことを目的としています。

Q 受け入れる前に、矯正施設での本人と面談を
する事は可能ですか？

A 可能です。

受け入れを検討している事業所にとって、事前に直接
対象者と会い、会話を交わしたりする時間は、受け入れ
を判断する上で必要不可欠なプロセスだと思います。
矯正施設に入所中の面談については、矯正施設側と連

携を図ることで、実施可能です。当然、矯正施設側との
調整等は地域生活定着支援センターが担い、面談時の同
行も行います。

０９ １０１．罪を犯した障がい者・高齢者とは １．罪を犯した障がい者・高齢者とは



日中活動

就労A県内の刑務所等

更生保護施設

退所

退所

退所

退所

基
金
事
業

受入 グループホーム
ケアホーム

報 酬 の 加 算
ケアホーム・グループホーム
670単位/日（原則3年上限）

一般住宅・一人暮らし

報 酬 の 加 算

宿泊型自立訓練
障害者支援施設

宿泊型自立訓練
670単位/日（原則3年上限）

施設入所支援（Ⅰ）
12単位/日（体制加算）

施設入所支援（Ⅱ） 
306単位/日（原則3年上限の個人加算）

基
金
事
業

受入

基金事業
・地域生活定着支援センター（保
護観察所）・移行元・相談支
援事業者等との調整

・受入準備・体制確保
・人員確保のための支援
・研修（勉強会、先進地視察）

報酬の加算
・専門職員の配置
・アセスメント
・個別プログラム作成
・関係者による調整会議

※地域生活定着支援センター等からの受入依
頼を受け、受入調整を行った場合に基金及
び報酬で評価

column 福祉の支援を必要とする矯正施設等を退所した
障害者の地域移行支援事業

１ 事業の目的
矯正施設等を退所した障害者については、社会生活を送る上で困難を抱えている者が多いにもかかわらず、退所

後に地域社会に復帰するための福祉的な支援が不十分な状況である。
そのため、障害者支援施設等への受け入れを行う際の調整や施設における受け入れ体制の整備のための支援、さ

らに、施設を退所して地域生活へ移行する際の調整や事業者等に対する勉強会等の支援を行い、福祉の支援を必要
とする矯正施設等を退所した障害者の地域生活への移行を促進する仕組みを構築することを目的とする。

２ 事業の内容
� 実施主体 都道府県
� 事業の内容

� 矯正施設退所者等の障害者支援施設又は宿泊型自立訓練事業所における受け入れ支援
� �での受け入れ後の訓練等終了後にケアホーム又はグループホームで受け入れるための支援
【主な事業内容】
・施設における求人や事前の体制づくりのための人員確保（当該利用者がケアホーム等の報酬（地域生活移
行個別支援特別加算）の対象となる前の人件費を含む）のための支援

・先進地視察や勉強会等の開催の支援
・矯正施設等との調整
・退所後にアパート等での一人暮らしとなった場合における定着のための支援
・移行先のグループホーム事業者等が行う相談支援事業者や不動産業者等との調整の支援
・移行先のグループホーム事業者等が行う研修等の開催支援 等

※地域生活定着支援センター（仮称）や保護観察所等の関係機関からの受入依頼を受け、受入調整を行った場
合に対応

� 補助単価 ��ともに１件あたり１，０００千円以内

３ 補助割合 定額（１０／１０）

４ 実施年度 平成２１年度～２３年度

５ 事業担当課室・係 障害福祉課 地域移行支援係

１１ １．罪を犯した障がい者・高齢者とは


